
三重県知事からのメッセージ

東日本大震災は東北に甚大な被害をもたらしました。
東北の復興は、今なお残る災害廃棄物の処理なくしてはありま
せん。
そこで三重県においても東北地方だけでは処理しきれない部分
について、協力を行っていこうとするものです。
三重県には安全なものしか持ち込みません。
三重県が処理を行う岩手県久慈市の災害廃棄物の放射能濃度
は、ほとんど不検出であり、十分安全性が確保され、健康被害が
発生するようなものではありません。
三重県民の皆さまの安全・安心を守りながら災害廃棄物の処理
を進めてまいりますので、県民の皆さまのご理解とご協力をお願
いいたします。

県民の皆さまへ

三重県知事 鈴木 英敬



久慈市長からのメッセージ

久慈市では、東日本大震災からの１日も早い復旧・復興のため、
災害廃棄の処理に向け全力で取り組んでいます。できる限り市内
及び岩手県内で処理を進めていますが、可燃物約４，０００トンの
処理の目処が立っておらず、広域処理が必要です。
そのため、久慈市では、岩手県及び環境省に対し、処理先の確
保を要請し、去る８月７日に三重県との広域処理のマッチングをい
ただきました。
三重県民の皆さまに広域処理へのご理解とご支援をいただけれ
ば幸いです。

北限の海女 久慈市の風景

岩手県久慈市は、岩手県北東部の沿岸、リアス
式海岸が広がり、北限の海女が活躍していること
でも知られる、三重県と同じように美しい自然に囲
まれた地域です。





東日本大震災により生じた災害廃棄物の推計量
と広域処理の必要量

東日本大震災では、岩手県では通常ごみの約９年分、宮城県で
は約１５年分の膨大な災害廃棄物が発生しています。

被災県では、懸命な努力により処理が行われていますが、時間
がかかります。被災地が１日も早く復旧・復興するために、全国の
自治体に広域処理が要請されています。

※平成２４年８月７日環境省公表資料「災害廃棄物の処理工程表」より抜粋



平成２４年３月１６日 総理大臣、環境大臣から災害廃棄物の広域処理の協力要請通知受領

平成２４年４月２０日 知事、市長会長、町村会長（環境省立会）
「災害廃棄物（がれき）の広域処理への対応に
係る合意書」、「災害廃棄物（がれき）の広域処
理への対応に係る覚書」を締結

平成２４年４月２３日 【知事、市長会長、町村会長が環境省訪問】
知事、市長会長、町村会長連名で、環境大臣
に対し「東日本大震災の災害廃棄物広域処理
の実施に関する要望書」を提出

平成２４年４月２７日 【知事、市長会長、町村会長が宮城県、岩手県視察】
宮城県、岩手県の両知事と「確認書」を締結

平成２４年５月１０日～３１日
ガイドライン（案）に対するパブリックコメントを実施

平成２４年５月１６日～１７日
宮城県内現地調査会（第７回市町連絡会議）を開催

平成２４年６月 ５日 学識者による災害廃棄物広域処理検討委員会を開催

平成２４年６月 ７日 ガイドライン策定、公表

平成２４年７月 １日 伊賀南部環境衛生組合の地元地区代表者説明会に出席し広域処理の安全性
について説明

平成２４年７月１１日～１０月１日
多気町で全４９自治会を対象に開催された「ええまちづくり懇談会」に出席し
広域処理の安全性について説明

平成２４年７月１３日 三重中央開発（株）へ焼却灰の受入を要請

平成２４年７月１６日 伊賀南部環境衛生組合の施設周辺住民等説明会に出席し広域処理の安全性
について説明

平成２４年７月２５日 宮城県災害廃棄物処理実行計画（第二次案）の公表

平成２４年８月 ７日 環境大臣通知「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表の
策定及びこれを踏まえた広域処理の協力要請について」
＜三重県に対し岩手県久慈市の可燃物２，０００トンの協力要請＞

災害廃棄物の広域処理に向けた三重県の取組状況

（岩手県知事との確認書）

（三者合意）



環境大臣からの広域処理の協力要請



久慈市の災害廃棄物の発生量と広域処理の必要量
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岩手県内処理品目 総量

可燃物 ９，６００

【単位：トン】

市内の仮置き場

【単位：トン】

東日本大震災において、久慈市で約９万５千トン（通常ごみの約６．８年分）
の膨大な災害廃棄物が発生しています。
久慈市の災害廃棄物は市内の仮置き場に山積みとなっており、復旧・復興の
大きな妨げとなっています。
現地で最大限努力しても目標期間内に処理ができない可燃物４，０００トンの
うち２，０００トンの広域処理の協力要請がありました。



久慈市の災害廃棄物の安全性

不検出（＜３４）

不検出（＜３２）

不検出（＜２５）

不検出（＜３４）

放射性セシウム

混合廃棄物H２４．９．３

木くず
H２４．８．９

採取日 品目

プラスチック

H２４．９．２５ 混合廃棄物

※放射性セシウムとは、セシウム１３４、セシウム１３７の合計のことです。
※不検出とは、検出下限値未満であったことを表します。（ ）内は検出下限
値を示します。

（１）放射能濃度
破砕分別後廃棄物

（2）空間線量率
破砕分別処理施設 （単位：マイクロシーベルト／時）

０．０３０

０．０４０

敷地境界測定日 搬出前保管場所

H２４．８．９ ０．０４４

H２４．９．３ ０．０４０

※三重県の空間線量率は、0.046～0.092です。（H24年9月27日14時測定）

広域処理の対象となる災害廃棄物は、木くずが８～９割、プラスチック
が１～２割を占めています。
これらの放射能濃度は、ほとんど不検出となっており、安全性は十分
確保されています。

（単位：ベクレル／kg）

測定の様子対象となる混合廃棄物



三重県の風評被害対策

相談窓口 内容 電話番号・時間

風評被害に関する
三重県相談窓口

広域処理に関連した三重県
内の風評被害に関する相談
窓口です。

０５９－２２４－２３４１
（８：３０～１７：１５）
土日祝日を除く

風評被害に関する
環境省相談窓口

環境省が開設した、風評被
害に関する相談窓口です。

０３－５６１０－５９６１
（９：３０～１８：１５）
土日祝日を除く

三重県では、風評被害の未然防止に取り組んでいます。

※風評被害に関する専用相談窓口

※リーフレット

風評被害に関
する専用相談
窓口の設置

関係団体への
風評被害の防
止に係る協力
依頼

県庁内に「三重
県災害廃棄物
広域処理連絡
会議」を設置

広報の充実（県
広報・テレビ・ラ
ジオ・新聞・リー
フレット作成）


